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 ６月２０日は演劇鑑賞会がありました。影絵劇団かしの樹による影絵劇「龍の子太

郎」を１．３．５年生と２．４．６年生の二部制で鑑賞しました。子どもたちはプロの

細かな細工や工夫に歓声を上げたり、クライマックスでは息をのむように見入ったり

と、時間を忘れて楽しんでいました。始まりのときには期待を込めた、最後は感謝の

気持ちを込めた大きな拍手に心が温かくなりました。 

 ５月２５日に撮影した航空写真の注文案内が配付されています。その中の「人文字」

のデザイン原画は、以前紹介した横断幕と同様に、６年生が５年生のときに募った中

から選びました。白黒なのが残念なのですが、写真と見比べてみてください。  

 

■ ご存じですか？ 『年齢別レーティング制度』 

 いわゆるゲームソフト等の年齢制限のことで、表現内容にもとづき、対象年齢等を表示する制度です。日本国内で販

売される家庭用ゲームソフト等を安心して購入し、楽しむことができるように、【CERO（特定非営利活動法人コンピ

ュータエンターテインメントレーティング機構）】が倫理規定にもとづ

いて複数の審査員で審査をし、その結果をもとに、年齢区分を決定して

いるそうです。右にあるのが〈CERO レーティングマーク（年齢区分マ

ーク）〉で、それぞれの表示年齢以上向けの内容が含まれていることを

示しています。 

 ゲームソフトのパッケージ表面にはレーティングマークが表示されて

おり、裏面には対象年齢を決定した根拠となる表現を示すコンテンツア

イコン（下）が表示されています。子どもたちが話題にしているゲーム

の中には、対象年齢が 15 歳以上のものもあります。しかし、このレー

ティング制度に法的な拘束力はありません。つまり、各ご家庭の判断と

いうことになります。横須賀市内でも、１日何時間もゲームをしてしま

う（依存傾向） 、オンラインゲーム上での仲間はずれやボイスチャット

中の言葉づかい（誹謗中傷・暴言など） 、

課金に関するトラブルなどが多く報告さ

れています。 

CERO（特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構）HP より 
 

■ 『デジタルネイティブ』の子どもたちをトラブルから守るために 

 デジタルネイティブとは、物心ついた頃からパソコンやインターネットが普及していた環境で育った世代のことで

す。特徴の１つに、オンライン上でのコミュニケーションに抵抗が少ないことがあげられています。SNS はコミュニ

ケーションツールとして便利ですが、使い方を間違えると思わぬトラブルや犯罪に巻き込まれるリスクがあります。 

 先日配付した「学校生活のしおり」には、SNS やゲーム、スマホを安全に利用するための『よこすか スマホ･SNS 

スタンダード』を載せました。児童用には ～便利さと危うさを理解しよう～ 、保護者用には ～家族でじっくりと

話し合いましょう！～ というサブタイトルが付けられています。ぜひお子様と一緒に内容を確認し、各ご家庭でルー

ルを決めてください。そして、そのルールが守れているか、定期的にチェックしてください。 

 学校でも学年に応じて SNS やインターネットの使い方等について指導を続けていきます。 



7 月 の 予 定
４　組 備　　考

1 土

2 日

3 月 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑥ 委員会 ⑥ 委員会

4 火 ⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑥

5 水 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

6 木 ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥

7 金 ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ テレビ集会
（保健委員会）

8 土

9 日

10 月 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 個人面談
（早５時間）

11 火 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 個人面談
（早５時間）

12 水 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 個人面談
（早５時間）

13 木 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 保護者学習会
個人面談
（早５時間）

14 金 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 個人面談
（早５時間）

15 土

16 日

17 月 海の日

18 火 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

19 水 ⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑥

20 木 ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ 朝会
給食終了

要請派遣です。学校まで問い合わせてください。

日常的かつ情緒的に児童と関わり、個々のニーズや困難さを把握し、教職員と連携していじめや不登校を予防する役割をしています。児童・保護者ともに相談可能です。

スクールカウンセラー　来校日

社会福祉に関する専門的な知識や技術を生かし、必要に応じて関係機関と連携を図りながら、解決への道筋を考える役割をしています。児童・保護者ともに相談可能です。

◎来校予定日時は、変更の可能性があります。相談を希望される方は、事前に担任または教頭までご連絡ください。
　　＜　どうぞ、お気軽にご利用ください　＞

１２日（水）PM　　１９日（水）AM

心理に関する専門的見地からカウンセリングや指導助言を含めた検討などを行います。児童・保護者ともに相談可能です。

スクールソーシャルワーカー来校日

６　年

夏季休業　７月２１日（金）～８月２６日（土）

ふれあい相談員　来校日 ４日（火）　７日（金）　１１日（火）　１４日（金）　１８日（火）　　20日（木）

１　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年

授業開始　８月２８日（月）　　　給食開始　８月２９日（火）

※月・水曜日は早5時間時程（14:10頃下校）

夏休みまで、もうひと頑張り！

自転車を利用するすべての人に対する

ヘルメット着用努力義務化!!

「自転車の運転は、乗車用ヘルメット

をかぶるように努めなければならない。

児童又は幼児を保護する責任のある者

は、児童又は幼児にヘルメットをかぶ

らせるように努めなければならな

い。」
改正後の道路交通法第63条の11

いよいよ水泳学習が始まりました。

ご家庭での健康観察、水泳カードの記入をお願いします。

熱中症対策！
①朝食をしっかりとる（塩分･水分）

②早寝早起き（体調管理）

③無理をしない（適度な休憩）

④水筒持参（水分補給）
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